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１１    計計画画策策定定のの趣趣旨旨  

 

 

横手市では平成12年の介護保険制度導入以降、第１期～第４期介護保険事業計画・高齢

者福祉計画に基づき様々な取り組みを進めてきました。市独自の健康づくりへの取り組み

である健康の駅事業をはじめ、認知症予防や関係機関の連携体制構築事業、その他、高齢

者の日常生活支援への各種事業を展開しています。 

現在、横手市の高齢化率は30％を超え、一部地区では40％超、50％超となっており、高

齢者の生活基盤を将来的に支えていく上でも、地域の共助力をどのように維持していくか

が喫緊の課題となっています。 

高齢者を取り巻く状況がどのように変化しても、可能な限り、本人の能力、意欲に応じ

て地域で暮らしていける環境づくりを目指し、横手市第５期介護保険事業計画・高齢者福

祉計画を策定しました。 
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２２    計計画画がが目目指指すすこことと 
 
 

第５期計画は、平成20年度に策定した第４期計画の見直しにあたるもので、平成24年

度から平成26年度までの３年間を期間として策定しました。  

この計画では、横手市が目指すべき地域社会の将来像を以下のとおりとし、この将来像

の実現を目指して達成すべき３点の基本目標を定めます。 

また、要援護高齢者への切れ目のないサービス提供に向けた総合調整のため、国の推奨

する「地域包括ケアシステム」の構築を併せて図るものとします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

全体的施策  地域包括ケアシステムの構築 

基本目標1  高齢者への地域における支援体制の強化 

基本目標2  高齢者の自立した生活の維持 

基本目標3  介護保険事業の円滑な運営 

～ 目指すべき将来像 ～ 
 

横手市に暮らす誰もが 

未来への希望を抱き生きていくために 

家族の絆・地域の絆を深め 

共に支え合い、助け合う地域社会  

 ２２ 
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３３    地地域域ににおおけけるる生生活活をを支支援援ししまますす 

 

 本計画から新規に以下の事業を創設し、地域での生活を支援していきます。 

 

●地域における生活支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者世帯への地域における 

雪対策支援事業 
 

要援護高齢者世帯の除排雪活動を行う自

治会や町内会などの団体に対して、活動費

の助成や除雪機の貸与等による支援を行

います。 

 

地域の寄り合い場づくり事業 
 

地域の高齢者が気軽に集まり、ふれあいの

機会などに寄与できる「寄り合い場」づく

りをしようとする自治会や町内会に対し、

その準備や運営などの支援を行います。 

 

買 い 物 支 援 事 業 

 

交通手段を持たない高齢者の日常生活へ

の支援として、自宅から商店までの乗り合

いタクシー等による送迎サービスを実施

します。併せて市民ボランティアによる買

い物時の援助を行い、自立した生活維持に

結び付けます。 

また、集落会館等への出前商店の開設や移

動販売について、民間事業所との連携を図

りながら検討を進めます。 

 

移 動 手 段 支 援 事 業 
 

バス路線の廃止等で公共交通が減少した

一部地域について、関係課との連携により

移動手段の確保を図ります。 

 

在 宅 介 護 出 前 講 座 
 

「健康の丘おおもり」に所在する事業所の

職員が自宅等を訪問し、在宅介護をしてい

る家族の方へ介護技術の指導や悩み等の

相談に対応します。 

 ３３ 
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●暮らしやすい住宅環境の整備 

 

 

 

 

 

 
 

 

●認知症高齢者への支援 

 

 

 

 

 

●医療との連携推進              

  

  

  

  

  

 

 

 

医療連携体制推進事業 

 

入院から在宅生活までの医療・保健・福祉・

介護が一体となった継続性・一貫性のある

支援体制の構築に向けて、医療機関や関係

組織と検討・調整を図ります。 

また、認知症の早期発見、早期支援のため

医療機関等との連携強化を図ります。 

 

高齢者向け居住施設整備事業 

 

低所得者の方にも対応可能な居住施設であ

る軽費老人ホーム（ケアハウス）等高齢者

向け居住施設の整備を図ります。 

生活支援ハウス等整備へ向けた 

調査事業 
 

山間部に居住する高齢者世帯のため、冬期

間の生活拠点となる共同住宅整備の必要

性について、調査・検討します。 

 

市 民 後 見 推 進 事 業 

 

親族等による成年後見が困難な方の増加

が見込まれることから、日常的な金銭管理

等の軽易な権利擁護を行う市民後見人を

養成し、その活動を支援します。 
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４４    介介護護保保険険料料がが変変わわりりまますす 

 

利用意識の向上や事業者の参入などによって介護サービスの普及が急速に進んでいま

す。平成24から26年度（第５期計画期間）のサービス利用者数や保険給付にかかる費用

の見込みを推計した結果、保険の規模などに応じて介護保険料が次のように変わります。 

 

 

●介護保険の“今まで”と“これから” 

 

 

 ４４ 
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●平成24～26年度の年間保険料 

世帯や本人の状況や本人の収入などによって７つの段階に分かれています。 

表中の『課税年金収入』は、老齢年金などの課税年金の収入のことです。 

世帯 本人

第１段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 0.50 30,800円

第２段階
前年の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円以下

0.50 30,800円

第３段階
前年の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円を超える

0.75 46,200円

第４段階 住民税課税世帯で本人は住民税非課税
1.00

（基準額）
61,600円

第５段階 前年の合計所得金額が190万円未満 1.25 77,000円

第６段階 前年の合計所得金額が190万円以上 1.50 92,400円

第７段階 前年の合計所得金額が400万円以上 1.75 107,800円

課
税

課
税

非
課
税

年間保険料
住民税

所得段階 対象者
基準に対
する割合

非
課
税
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ごご相相談談・・おお問問いい合合わわせせはは・・・・・・  

 

 

高齢者の介護・福祉・健康・医療、その他悩みごとについて 

どんな悩みでも結構です。お気軽にお近くの地域包括支援センターへご相談ください。 

（Ｅメール：hokatsu-shien@city.yokote.lg.jp） 

【横手･山内地域】 

東部地域包括支援センター  
〒013-0023 横手市中央町８－２ 横手庁舎１階 

【雄物川･大森･大雄地域】 

西部地域包括支援センター 
〒013-0525 横手市大森町字菅生田245-206 大森町高齢者等保健福祉センター内 

【増田･平鹿･十文字地域】 

南部地域包括支援センター  
〒019-0529 横手市十文字町字海道下７ 十文字庁舎内 

高齢者の健康づくりについて 

健 康 推 進 課   （Ｅメール：kenkou@city.yokote.lg.jp） 

〒013-0044 横手市横山町１－１ 横手保健センター内 

ＴＥＬ：０１８２－３３－９６００  ＦＡＸ：０１８２－３２－９６０１ 

高齢福祉、介護保険全般について 

高齢ふれあい課    （Ｅメール：korei@city.yokote.lg.jp） 

〒013-0023 横手市中央町８－２ 横手庁舎４階 

ＴＥＬ：０１８２－３５－２１３４  ＦＡＸ：０１８２－３２－９７０９ 

 

 

TEL ３５－２１６０ 

TEL ３５－２１３５ 

TEL ３５－２１７７ 

第５期横手市介護保険事業計画・高齢者福祉計画  平成24～26年度【概要版】 
 

発 行 ： 横手市役所 健康福祉部 高齢ふれあい課 

                   ※この概要版に関するお問い合わせは 高齢ふれあい課 へ 


